
 ハローワークインターネットサービスのトップページから作業を 
行います 

求人者マイページアカウントを登録する 
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別紙７ 



次に 
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次に 
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求人仮登録をする 
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※求人を申し込んだことがない場合は、「ハロー

ワークに求人を申し込んだことはない」を選択しま

す。「事業所情報を入力」ボタンをクリックし、別

添の「事業所情報の入力のしかた」に基づき、事業

所登録をした後、③に進んでください。 

 求人仮登録の段階では１件の求人情報のみ作成できます。 



次に 

求人入力の説明は別添の「求人申込の入力のし
かた」をご覧ください。 
特に、ハローワークへの連絡がある場合は、
「ハローワークへの連絡事項」に入力すること
でマイページからの求人作成でも申し送りがで
きます。 
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⑤ 求人の登録が完了すると「求人仮登録完了場面」が表示されます。 
 ※「ハローワークにお越しください」とのメッセージが表示されますが、『マイページ登録通知票』（別紙１０）を 
    ハローワークへFAXすることで、来所の必要なく本登録の手続きを行うことができます。 
 ※ただし、次の要件に該当する場合はマイページでの求人情報の入力（仮登録）後、１４日以内に 
        ハローワークにお越しいただく必要があります。 
   ・過去１年間に求人を申し込んでいない場合 
   ・有期雇用派遣求人を申し込む場合 
   ・１月以降、初めてトライアル雇用求人や障害者雇用専用求人を申し込む場合 

 ハローワーク米沢へ「別紙５」「別紙１０」「ＦＡＸ送信票」を
送信後、マイページ開通と求人公開の連絡を待ってください。 



求人者マイページのホーム画面を表示する 
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 マイページ開設後は、２件目以降の求人を出すことができます。 
  （転用求人機能が便利です） 
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③ 「求人者マイページホーム」画面が表示されます。求人情報を仮登録してください。 

■操作手順 
  ① 「求人者マイページホーム」画面を表示させます。「新規求人情報を登録」ボタンをクリックします。 
  ② 「新規求人登録」画面が表示されます。転用したい求人情報にある「この求人を転用して登録」   
    ボタンをクリックします。 
  ③ 「求人区分等登録」画面が表示されるので、求人情報を入力してください。 

次に 

新規求人情報の登録を行う 
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次に 

求人入力の説明は別添の「求人申込の入力のし
かた」をご覧ください。 
特に、ハローワークへの連絡がある場合は、
「ハローワークへの連絡事項」に入力すること
でマイページからの求人作成でも申し送りがで
きます。 

③ 「求人区分等登録」画面が表示されるので、求人情報を入力してください。 



次に 
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求人の仮登録が完了すると、「求人仮登録完了」画面が表示されます。 
ハローワーク米沢からの求人公開の連絡を待ってください。 

※ただし、次の要件に該当する場合はマイページでの求人情報の入力（仮登録）後、１４日以内に    
    ハローワークにお越しいただき、本登録の手続きを行っていただく必要があります。 
   ・過去１年間に求人を申し込んでいない場合 
   ・有期雇用派遣求人を申し込む場合 
   ・１月以降、初めてトライアル雇用求人や障害者雇用専用求人を申し込む場合 



ハローワークの窓口で登録した場合 
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